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妊婦自身の記録欄が大幅に拡充され，妊娠月数ごとに，妊婦自身が自分の体のこと，胎児のこと，次
回妊婦健診の際に尋ねたいことなどを記入するスペースが大きく作られている。（表3）　ここには，父
親となる人の気持ちなども書いてほしい。また，妊婦自身が自分の妊娠・分娩のリスクを正しく把握す
ることの重要性から，妊娠・分娩の際のリスクに関する情報も記されている。妊娠中に行う検査，特に
感染症検査については，医療機関で検査実施の年月日を記入したうえで，結果については妊婦に説明し，
同意を得たうえで記録することになっている。（表4）

新しい母子健康手帳の特長５

5-1.	 妊産婦の記録と妊婦健診及び胎児発育曲線

表3 表４

図３近年，普及している超音波検査については，
今回初めて手帳に記載された。超音波検査に
よって推定される胎児の体重を妊娠週数毎に記
入できる「胎児発育曲線」が任意様式の中に掲
載され，推定体重をグラフに記入することに
よって，胎児の発育を確認することができる。
（図3）

なお，出産の状態，出産後の母体の経過に続
いて，新生児期の記録の中に新生児訪問指導等
の記録を記入する欄が新たに設けられた。こん
にちは赤ちゃん事業等で訪問した際に使用され
る。
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